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ストックオプション（新株予約権）の具体的発行内容確定に関するお知らせ 
 

 

当社は、第 8 期定時株主総会で承認されました商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21

の規定に基づきストックオプションとして発行する新株予約権について、平成 18 年 4

月 3日開催の取締役会において具体的発行内容を下記のとおり決定いたしましたのでお

知らせいたします。  

 

記  

 

 

１．新株予約権の発行日   平成 18 年 4 月 3 日（月）  

２．新株予約権の発行数  614 個（新株予約権 1 個あたりの目的となる株    

式数 1 株）  

３．新株予約権の発行価格      無償とする  

４．新株予約権の目的となる   普通株式 614 株  

  株式の種類及び数  

５．新株予約権の行使に   新株予約権１個当たり 634,000 円  

際しての払込金額  

６．新株予約権の行使により発行   389,276,000 円  

  する株式の発行価額の総額  

７．新株予約権の行使により新株を  1 株につき 317,000 円  

発行する場合の当該株式の発行    

  価額のうちの資本組入額  



８．新株予約権の行使期間      平成 21 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日ま  

 で。ただし、行使期間の開始日が当社の休業日  

 にあたるときはその翌営業日を開始日とし、ま  

 た行使期間の最終日が当社の休業日にあたると  

 きはその前営業日を最終日とする。  

９．新株予約権の行使条件      ①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予

約権者」という。）は、権利行使時において当社

ならびに当社の子会社及び関連会社の取締役ま

たは従業員、監査役或いは顧問その他これに準

じる地位を保有している場合に限り新株予約権

を行使することができる。  

②新株予約権者が新株予約権の行使期間到来後

に死亡した場合、その者の相続人は新株予約権

を行使することができる。  

③その他の条件は、株主総会決議および取締役

会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で

締結する「新株予約権割当契約書」に定めると

ころによる。  

 

 

（ご参考）  

（１） 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 18 年 2 月 13 日  

（２） 第８期定時株主総会の決議日       平成 18 年 3 月 30 日  

以上  


